
書式第 12号 (法第 28条関係)

事 業 報 告 用

令和 2年度 事 業

1 事業の成果

令和 2年度は全体として新型コロナウィルスの感染拡大の影響を大きく受け、大手の活動がオンライン

に移行するか、実施を見送ることとなった。社会的養護の子どもや施設に向けたパソコンの寄贈を申心

に、ライツオン‐チル ドレンにできることを模索し、なるべく迅速に支援を届けられるよう努めた。

● 新型コロナウィルス緊急対応 :4月から 5月 にかけて、1新型コロナウィルスの影響で一斉体校・ 緊急

事態宣言がなされる中、社会的養護の施設で子ども用のパソコンなどが不足していることをマスメデ

ィアやインターネットを通じて訴え、法人・ 個人からの寄付を募った。寄付割 成金を活用して東

京・千葉・埼玉・神奈川の 1都 3県の児童養護施設など87施設にパソコンやタブレットを 342台寄

贈し、子ども達がオンラインでも学習ができるよう後押しした。この活動の一部はパプリックリソー

ス財団の 「ゴール ドマン・ サックス緊急子ども支援基金」の助成を受けた。また、同じ時期に、東京

の児童養護施設から要望があり、企業等に協力のもと、マスク4βЮ枚を寄贈した。

● e2プロジェク トパソコン講習会 :令和元年度まで対面で行ってきた講習会を、ビデオ会議を使って行

うようにした。夏から秋にかけてオンライン開催を試行し、下記の「パソコン寄贈&オンライン講習

会」の準備につなげた。

● パソコン寄贈&オンライン講習会 ニコロナ禍の長期化を見据えて、従来のパソコン講習会をオンライ

ン開催用に再構成し、1月 からリニューアルした。ビデオ会議を使って、参加児童は各施設から参加

できるようにした。この事業は、休眠預金等活用法に基づく新型コロナウイルス対応緊急支援 として、

公益社団法人セープ・ザ・チル ドレン・ ジャパンによる助成を受けた。また、助成金を使った活動と

は鼎1:こ、 自 児童・退所者に向けてもパソコン寄贈とオンライン

講習会を実施した。

● ジョプリハ「ホテルの仕事」:社会的養護の高校生にホテルでの1職業実習などのプログラムを 1年かけ

て提供する予定だったが、新型コロナウィルス感染の影響により、協力先ホテルと協議の上でプログ

ラム全体を中止とした。

● ジョプリハ「プログラミングの仕事」=社会的養護の高校生にプログラミングの仕事に触れる1年間の

プログラムを提供した。令和元年度までは事務所にて対面で行ってきたが、2年度はほぼすべてをオ

ンラインで開催した。

● 社会的養護出身者のための事業 (ロ ッカーズ・ルーム)三 社会的養護の出身者に向けて居場所や食事を

提供し、拠り所のひとつとなることを目指す活動を行う予定だったが、新型コロナウィルスの影響で、

食事会は 1回しか開催できなかった。代替策として、食品などを自宅に配送した。また、償別に連絡

をとり、不安な状態にある者にはその都度支援を行った。

● 情報機器の再資源化 :引き続き、企業の使用済みパソコン類の寄付を募り、趣旨に贅同してくれた企

業から引き取った機器の再資源化を行った。

● 社会で子育て ドットコム :社会的養護や子育てに関するニュースや独自の記事を、不定期で掲載する



予定だったが、コロナ禍により他のプロジェクトに急逮スタッフを移したため、5月 以降はこのプロ

ジェクトを実施できなかった。

● 企業内セミナー :社会的養護の啓発のためのセミナーを企業等で行う予定だったが、新型コロナウィ

ルスの影響で実菫しなかった。また、令和 2年度は対面でのセミナー全般を実施しなかった。

● 絵画プロジェクト:企業のオフィスに社会的養護児童の絵画を飾り、社会的養護の啓発を図る取り組

みを行った。

● 社会的費護職員向け ITセキュリティ/リ テラシー研修:4月 ～5月 の一斉体校・緊急事態宣言の時期に、

急逮 I∝ 対応を迫られた社会的養護の職員のために、「児童福祉施設で ITを活用するための情報サイ

ト」を開設して情報を発信した。秋からは社会1印菱護職員向けの ITセ キュリティ、リテラシーの研修

の開発を進めた。研修は令和 3年度から実施する。この事業は東京都福祉保健財日の「子供が輝く東

京 。応接」助成を受けた。

● 高知県の「里親家庭サポー トセンター結いの実」のウェプサイ ト作成を受話し、高知県内における里

規制度の普及啓発を支援した。

2事 業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る、事業 (事業費の総費用 1lι418〕 千円)
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書式第 13号 (法第 28条関係)

令和 2年度 活動計算

事 業 報 告 用

書 (その他事業が上い場合)
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書式第 15号 (法第 28条関係 )

令和 2年度 貸借対照表

事 業 報 告 用

イ ン・ ルドレン

1
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:百三可

【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 +【 B-2】 38,899,075
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令和 2年度 「
二

「
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重

Ｅ
Ｅ 事 業 報 告 用

特定非営利活麟法人ライツオン・ テル ドレン

重要な会計方針
財務諸表の作成は、Ⅲ嘲臓大会計基準 (2010年7月

"口
 1閣17年 12月 12日 最終改正 甍Ю法人会計基準協議会)に

よっています。
(1)固定資産の減価償却の方法
法人税法の規定に基づいて、有形固定資産は3年で均等償却しています。

(2)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2.事 業別損益の状況
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1.受取会費
2.受取寄附金
3.受取助成金等
4.事業収益
5。 その他収益
経常収益計

Ⅱ 経常費用

“
)人件費

給与手当
臨時雇用金
法定福利費
雑給
人件費計

(2)その他経費
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業務委託費
地代家賃
水道光熱費
交際費
会議費
旅費交通費
消耗品費
通信運搬費
支払手数料
広告宣伝費
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3.施 設の提供等の物的サービスの受入の内訳
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4 使途等が制約された寄附金等の内訳
使途が制約された寄付等の内訳は以下の通 りです。
当法人の正味財産は颯 田6,岬 ですが、そのうち使途が制約された財産はありません。

5 □萱璽璽EEE目

6: 借入金の増滅内訳

役員及びその近親者との取引の内容
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために
必要な事項
事業費と管理費の接分方法
地代家賃は使用面積に基づいて接分.

その他の事業に係る資産の状況
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書式第 17号 (法第 28条関係 )

令和 2年度 財産 「

Eヨ

lil困

事 業 報 告

イ ン・チルドレン
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書式第 18号 (法第 28条関係)

事 業 報 告 用

令和 2年度年間役員名簿 〈前事業年度において役員であつたことがある全員の氏名及び住所又は層所並
びにこれらの者についての前事業年度における●日の有無を屁颯した名簿)

特定非営利活動法人ライツ ン ロチル ドレン

1 確認事項 (法第 20条及び第 21条を確認の上、チェックを入れて ください。)

」以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第20条関係)

百各役員について、親族の規定に違反していません。(法第21条関係)

2 役員一覧

役 名
どちらかに○

(フ リガナ)

住 所 又 は 居 所
前事業年度内の

就任期間
報酬を受けた期間
(該当者のみに記入)

氏   名

1 0監
事

たてがみ ゆみこ 令和 2年 4月 1日

令和 3年 3月 31日

令和 2年 4月 1日

令和 3年 3月 31日立神 由美子
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令和 3年 3月 31日
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書式第 4号 (法第 10条・第 28条関係 )

設立・事業報告

社 員 名 簿 (社員のうち 10人以上の者の名簿)

特定非営利活動法人ライツオン・テル ドレン

氏   名 住 所 又 は 居 所

1 立神 由美子

2 魔丹 桂

3 大坂 太一

4 野口 五丈

□ 石井 宏茂

6 新武 久美子

7 原田 真由子

8 浜田 裕加子

ロ 石田 剛

10 陣見 薫

11 申島 健一朗
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